
№ 部　等　名 案　　　件　　　名 担　当　課 備　考

1 総務部 滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例案 人事課 ○

2
滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正す
る等の条例案

人事課 ○

※備考欄に○印の付いている案件については、県政経営幹事会議で概ね合意・了承が得られたものとして、県政経営会議
　での説明を省略する。

令和４年９月定例会議条例案件一覧表 

【概要】地方公務員法第26条の３の規定に基づき、職員の高齢者
部分休業に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定する
ものです。

【概要】地方公務員法の一部改正等に伴い、職員の定年を引き上
げるとともに、必要な規定の整備等を行うため、滋賀県職員の定
年等に関する条例ほか17条例の一部を改正するとともに、滋賀県
職員の再任用に関する条例を廃止するものです。
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